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市場メカニズムが適正に発揮されるための環境を整備するため、個別の不動産がもつ収益性等の適正な評価や、
利便性や収益性の判断に資する情報の提供が必要。

土地に関する情報政策の体系

民間物
件情報

不動産取引
価格情報

地価公示 不動産
管理に
係るデー
タ

鑑定評価
に係る
データ

レイン
ズ

土地基本
調査 等

Ｊリート

土地に関する統計情報民間不動産情報投資不動産データ土地情報

不動産市場の活性化、透明性・公正性の向上

官民情報の連携（情報流通環境の整備（ＥＤＩ含む）

【安全安心な不動産取引・利用】
・市況や値付けの合理的な判断
・良質な既存住宅流通の円滑化
・市場参加者の増加
・資産の運用 等

国民

・適正な公的土地評価
・土地利用動向の把握
・経済政策への活用
・用地補償への活用 等

行政

【企業価値の向上】
・資産価値の適正評価
・多様なサービスの提供
・国内の年金資金、国際的な投資

資金の流入 等

企業

価格等に関する情報 品質等に関する情報

情報の利活用の促進に向けた取組み
（多言語対応、ITの活用含む）

土地市場の条件整備に向けて

29,100地点
（H20年）

247,157地点
（H20年4月現在）

229,000地点
（H18年度) 49万法人

（H15年度）

41銘柄
1,712地点
（H20.3.29時点)
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不動産取引価格情報の概要

○不動産取引価格情報の概要

（１）調査対象となる取引

• 一般の土地取引（建物と一体の取引も含む）及び区分所有建物の取引。

• 平成１７年度：三大都市圏を中心とする地域。

• 平成１８年度：全国の政令指定都市を中心とする地域。

• 平成１９年度：全国の県庁所在都市等、地価公示対象区域を中心とする地域。

• 不動産取引価格等の調査結果を取りまとめて、四半期ごとに公表。

• 例えば、平成２０年１月～３月分について、平成２０年７月に公表。

（２）調査対象区域

（３）公表

不動産市場の透明化、取引の円滑化・活性化等を図るため、地価公示制度等
の枠組みを活用して、取引当事者の協力により取引価格等の調査を行い、物件
が容易に特定できないよう配慮して、不動産取引の際に必要となる取引価格情報
等の提供を実施。
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※データ一覧は実際の値とは異なります。土地取引価格情報の提供イメージ

平成１８年４月２７日より提供開始。平成１９年１０月２２日より、リニューアル。
アクセス件数は平成２０年６月末現在で約５７００万件。
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取引価格情報の提供内容

• 取引の内容別（更地、建付地（上物付き）、マンション等）、更地・建付地について
は、さらに土地の種類別（住宅地、商業地、工業地等）に取引価格情報を公表

着色箇所は、平
成１９年１０月２２
日より、新たに提
供する情報
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取引価格情報の収集・提供スキーム

不動産市場
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取引価格情報アンケート調査票①

６



取引価格情報アンケート調査票②（マンション等）

７



取引事例カード

８



１，５月２３日頃 に法務省からデータを受領

２，事前加工・アンケート調査票の印刷

３，６月５日頃にアンケートを発送

４，６月２６日頃回答期限（発送から３週間目）。発送から２週間後（６月２０日頃）まで
に返送がないものに督促状を郵送。

５，６月２１日頃回答のあった取引について、評価員が現地調査をスタート。

６，７月３日頃総計４週間でアンケートを回収を一旦締切り。締切り翌日から、取引事例収
集システムに残りのデータを登録。

７，７月２４日頃評価員のデータを国土交通省のサーバに登録。

８，４月登記分については、５．６月登記分とあわせて１０月に公表

４月登記申請データの流れ

取引価格情報の作業の流れ

９



○土地基本法（平成元年）
「個人の権利利益の保護に配慮しつつ、国民に対し、土地の所有及び利用の状況、地価の動向
等の土地に関する情報を提供するように努めるものとする。」

○新総合土地政策推進要綱（平成９年閣議決定）
「有効利用に向けた土地取引の活性化のためには、・・・土地取引に関する規制の緩和や土地情
報の整備・提供等を進める。」

○土地政策審議会意見取りまとめ（平成11年）
「売り手側に偏在する実売価格に関する情報を集約して、売り手買い手のどちらにも偏らない中立
的な形で、取引の関係者からの要請に応じて提供できるような仕組みを検討すべきである。」

○規制改革推進３か年計画（再改定）（平成15年３月閣議決定）
「不動産取引価額情報の把握、開示に向けて、売買事例の把握と提供の在り方等について、国土
交通省を中心として法務省等関係省庁は連携して検討していく。」

○国土審議会土地政策分科会建議（平成15年12月）
「物件が特定できないように配慮した情報提供が、現時点では、最も国民の理解が得られやすい方
法であると考えられる。」

○規制改革・民間開放推進３か年計画（平成16年３月閣議決定）
「幅広い国民の理解が得られるよう、実施上の課題も含めて、実績を通じて検証していく」

○規制改革推進のための３か年計画（平成１９年６月２２日閣議決定）
「提供される内容について、駅までの距離や用途地域など周辺環境等の状況がわかるものとし、それらを、地図
上で重ねてみることができるようにしたり、容積率のデータや前面道路のデータを入れるなど使い勝手のよいもの
とする方策についても検討する。」

土地情報の整備・提供に関する経緯
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諸外国における取引価格情報の整備・提供の状況

イギリス
（イングランド、
ウェールズ）

アメリカ合衆
国

（メリーランド州）

フランス 韓国 香港 シンガポール
オーストラリア

（ニューサウス
ウェールズ州）

ドイツ

登記に記載し
て公開

税務当局が
税情報を公開

登記所が契
約書を登記簿
として公開

建設交通部
が不動産総
合情報ｼｽﾃﾑ
上で公開

登記に記載し
て公開

登記に記載し
て公開

天然資源省
が土地情報シ
ステム上で公
開

土地鑑定委
員会が秘匿
済み情報を公
開

契約書を登記
所に提出

捺印証書を登
記所と税務署
に提出

契約書を登記
所に提出

不動産取引
申告書をｼｽﾃ
ﾑ(RTMS)上あ
るいは管轄地
公体に提出

譲渡証書を登
記所に提出

契約書を登記
所に提出

契約書を登記
所に提出

契約書の写し
を土地鑑定委
員会に送付
（法定）

対応済み 対応済み 非対応 ２００６年１月
から対応済み

２００４年１月
から対応済み

１９９８年に対
応済み

対応済み ﾍﾞﾙﾘﾝ市では
秘匿情報を提
供中

料金 ２ポンド／件
～

無料 ー 無料 15香港ﾄﾞﾙ／
件～ （ｲﾝﾀｰ
ﾈｯﾄは未定）

5.15ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ
ドル／件～

4.5豪州ドル／
件～

７ユーロ／件
～
（ベルリン市）

２０００年４月
から登記に価
格を記載する
こととした。
スコットランド
では以前から
公開。

当局の説明で
は１日６０万
件のアクセス
数。
人口５３０万
人
２００万筆

登記情報の
電算化が進ん
でいないた
め、公証人協
会のＤＢが活
用されてい
る。

２００６年１月
から仲介業者
または取引当
事者が取引
内訳を市郡区
に届け出るこ
とが義務づけ
された。

2004年１月か
ら、第三者対
抗要件から公
信力のある登
記制度へ移
行。

1996年の不
動産バブルへ
の反省から市
場の透明性を
高めるために
積極的に情報
を公開。

地籍調査結
果を利用した
ＧＩＳ上で提供
されている。

英米から土地
市場が不透
明との指摘を
受け、ベルリ
ン市では情報
開示を検討
中。

その他

公開方法

情報収集の方法

インターネットに
よる提供
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公 示 地 価

（平成20年29，100地点）
地価公示法
国土交通省土地鑑定委員会
各年1月1日 正常価格

基 準 地 価

（平成19年24,374地点）
国土利用計画法
都道府県知事
各年7月1日 正常価格

平成4年度税制改正
の要綱（平成4年1月
10日閣議決定）

地価公示価格水準の
原則 8 割程度

地価公示価格水準の
原則 7 割程度

「固定資産税評価基
準の取り扱いについ
て」の依命通達（平成
4年1月22日）

相続税評価（路線価）

固定資産税評価

（平成20年約38万地点）
相続税法 国税局長
各年1月1日
価額・・取得時の時価

（平成15 年度評価替
約45万地点）

地方税法 市町村長
3年ごと1月1日
価格・・適正な時価

わが国における土地評価・価格情報開示

補
完

（平成18年４月27日より公開、
提供件数 約25万件
（平成17年７月～20年３月））
年四半期毎 取引の価格

取引価格情報
（参考）

（平成13年～）
投信法、証取法
随時 取得価格

（TDnetデータベー
ス、平成10年～）
取得・譲渡価格

（平成19年４月より
運用）

不動産取引の成約
情報

Ｊリートの情報開示 東証における情報開示 レインズによる情報開示

土地基本法第
16条に基づき、
「相互の均衡と
適正化」
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○平成13年よりＪリート市場スタート
○取引価格は

・投資法人のＨＰ
・EDINET（証券取引法に基づく有価証券報告書

等の開示書類に関する電子開示システム）
等で閲覧可能

○情報開示に関しては、対象に応じて、投信法、証取法の規制がかか
り、更にそれらの法令を補完する投資信託協会の自主規制や証券
取引所の基準などがある。

開示項目例

■不動産特定情報

・所在地
・地籍
・建物構造
・建物延べ床面積
・階数
・建築時期
・賃貸可能面積

企業における情報開示の事例(1)

１．Ｊリートの情報開示
個別表

■取得関連情報
・取得年月
・取得価格
・所有形態

出典：ジャパンリアルエステイト投資法人有価証券報告書（平成１７年６月２８日提出）より抜粋 13



企業における情報開示の事例(2)

(1) TDnetデータベース（平成10年～）＝ 東京証券取引所が運営
する有料の適時開示情報検索サービス

証券取引所等の上場会社が開示した適時開示資料等を掲載
※上場企業は、株価の公正な価格形成や円滑な流通確保を

目的として、決算や業績予想修正、増資や企業買収・合併
などの重要な会社情報を適時適切に開示することを証券
取引所から義務づけられている。

2) 適時開示情報閲覧サービス（平成16年～） ＝ 証券取引所等
の上場会社がTDnetを通じて開示した情報のうち、投資判断
上重要な会社情報を掲載（開示日含め31日分）

○各証券取引所の「適時開示規則」等に基づいて、固定資産の譲
渡または取得について開示

■取得・譲渡資産の内容 ■取得・譲渡先の概要
・資産の内容（面積等） ■取得・譲渡の日程
・所在地
・帳簿価額
・取得・譲渡価額
・現況（用途等）

３．東証における情報開示

開示項目例

出典：Ｔｄnetより抜粋
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レインズによる情報開示

○東日本・中部圏・近畿圏・西日本の不動産流通機構（レインズ）に登録されている不
動産取引の成約情報について、インターネットを通じて消費者に情報提供

（平成１９年４月から本格運用）
・建物種別（マンション、戸建）
・面積

・所在（丁目単位の提供は行わない。）
・沿線
・間取り
・築年数 等を個別情報及び統計情報（グラフ）で開示予定

拡大したい箇所を選択

個別の点をクリックすると
詳細情報を表示
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各種情報提供はそれぞれの特徴を持っており、その特徴を最大限にいかしながら、国
民がより立体的重層的判断が可能となるよう、情報を提供していくことが不可欠

取引価格情報の収集にあたり、他の情報を活用することや取引価格情報と他の情報を
組み合わせて表示することなどにより、国民にとって、よりわかりやすい情報提供が可
能に

取引価格情報提供制度の特性の確認

取引価格情報 地価公示 Jリート レインズ 東証の適時開示

特徴

・アンケート調査に
より、実取引価格を
タイムリーに提供
（年４回）
・実取引価格なの
で、特殊な事情のあ
る取引も含む。
・更地に限らず、実
際に取引のあった不
動産の価格
・同一取引がほとん
どないことから地価
変動の指標とはなり
えない
・取引価格の幅、取
引の多寡がわかる

・土地鑑定委員会
が、標準的な土地に
ついての価格を提供
（年１回）
・売り手・買い手双
方に売り急ぎ、買い
進み等の特殊な事情
がない取引で成立す
ると認められる価格
（正常な価格）を提
供
・土地のみ（更地）
の価格
・一般の土地の取引
価格に対する指標
・取引が無い地域で
も価格の指標を提示
可能

・有価証券報告書、
有価証券届出書、運
用報告書、適時開示
情報などで情報提供
・実物取引だけでな
く、信託受益権取引
についても開示され
る。
・不動産の所在地、
建物構造、延べ床面
積、階数、建築時
期、取得年月、取得
価格など、開示され
る情報項目も充実し
ている。

・東日本・中部圏・
近畿圏・西日本の不
動産流通機構（レイ
ンズ）に登録されて
いる不動産取引の成
約情報を、個別の不
動産取引が特定でき
ないように加工した
上でインターネット
を通じて消費者に情
報提供予定
・毎月更新予定、た
だし、直近３ヶ月の
成約データ件数が100
件以上ある地域に限
る。
・成約価格なので、
特殊な事情のある取
引も含む。

・証券取引所等の上
場会社がTDnetを通じ
て開示した情報のう
ち、投資判断上重要
な会社情報を掲載
（開示日含め31日
分）
・固定資産の譲渡ま
たは取得について、
所在地、譲渡・取得
価額、譲渡・取得先
の概要、日程等を情
報提供

それぞれ単独では・・・

取引事情がわから
ず、物件特性情報が
限られていることか
ら、取引を行おうと
する（＝価格を知り
たい）土地と厳密に
比較することは困
難。信託受益権の取
引は、現行では把握
できない。

取引価格の幅、取引
の多寡がわからず、
相場の状況を読むの
が難しい。
地点数が限られてお
り、標準的な面積、
画地の土地価格しか
わからない。

信託受益権の取引を
含めて把握できる
が、Ｊリートの保有
物件は、全部で１，
０００件超余り。こ
れをもって、不動産
取引市場全体の相場
の動向を読むことは
困難。

即地的な情報でない
集計した加工情報な
ので価格の分布や取
引の傾向は見えても
即地的な判断には不
十分。また、物件特
性情報が限られてい
ることから、取引を
行おうとする（＝価
格を知りたい）土地
と比較することは困
難。

信託受益権の取引も
含め不動産取引情報
を把握できるが、上
場企業の情報に限ら
れていることから、
これをもって、不動
産取引市場全体の相
場の動向を読むこと
は困難。

16



実績の検証～取引価格情報の収集 (1)

取得された平成17年7月～平成1９年１２月分の登記異動情報はおよそ６３３万件。
このうち、発送困難な事例等を除いた上で取引価格アンケートを実施。回収率は３０％。
アンケート回収事例をもとに事例カード作成。その際、記入の誤り、異常値を除外。
事例カードのうち一部項目不詳等のある事例を除いて開示。

取引価格アンケートの回収率、異常値

注１：登記記載事項が空白、桁あふれ、変換不能外字、登記原因日が登記申請日の１年以上前、購入者が海外居住、
区分所有建物の敷地データなし、所有権保存登記等

注２：契約年月日が１年以上前等
注３：アンケートの価格等が未記入
注４：桁違い等取引価格が明らかにおかしいもの、複合取引（住宅と周辺農地の一括取引等）、現地確認不能等
注５：取引内容、土地の種類、建物用途、構造、間取り、用途地域、土地の形状等の情報不足
注６：契約日・登記原因日が平成１７年７月～平成１９年３月以外の取引、底地取引

登記件数・アンケート件数等の整理（平成１７年７月～１９年１２月登記分）
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件数

対象地域登記申請件数（筆数）

対象地域登記申請件数（名寄せ後） 2,145,515

データ不備・調査対象外等（注１） 807,429

アンケート発送件数 1,338,086

不達 14,723

アンケート回収件数 393,037

対象外・無効回答（注３） 6,122

無効回答（注４） 9,553

取引事例カード納品件数（H20.3までの納品数） 313,615

作成不能（注５） 17,896

必須情報不足（注６） 64,831

対象外（注７） 31,362

取引価格・延床面積等不詳 25,015

１０㎡未満の取引 3,567

提供件数 247,157

6,326,143



実績の検証～取引価格情報の収集 (2)

◆アンケート回収データを発送前の登記申請データと比較しても概ね同様の分布が
確認 (平成１７年７月～１９年３月登記分)

アンケート回収データと発送前の登記申請データの比較

登
記
申
請
デ
ー
タ

事
例
カ
ー
ド

更地・建付地の取引面積分布

取引面積(㎡) 頻度(件) 累積頻度(%）

～5 7,814 1.6%
～10 4,766 2.6%
～20 7,590 4.2%
～50 32,178 10.9%

～100 99,409 31.6%
～200 153,451 63.5%
～500 106,984 85.8%

～1,000 30,040 92.0%
～2,000 14,853 95.1%
～5,000 9,924 97.2%

～10,000 5,534 98.3%
～20,000 4,357 99.2%
20,000～ 3,627 100.0%

取引面積(㎡) 頻度(件) 累積頻度(%）

～5 824 1.0%
～10 659 1.8%
～20 1,071 3.0%
～50 5,640 9.8%

～100 19,399 32.9%
～200 30,791 69.7%
～500 18,656 92.0%

～1,000 3,945 96.7%
～2,000 1,571 98.5%
～5,000 821 99.5%

～10,000 231 99.8%
～20,000 97 99.9%
20,000～ 67 100.0%
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実績の検証～取引価格情報の利用 (1)

◆生活者、不動産業の利用が多い。

◆職業上での利用が２６％、
次いで個人的に売買を予定しての利用が１７％と続く。

利用者の属性

利用目的

利用実績
◆２００６年４月２７日～２００８年６月３０日の間、累計約５７００万件のアクセス。

利用者へのアンケート

◆公開開始日４/２７より、開示システム上で実施。

19



実績の検証～取引価格情報の利用 (2)

◆Ｗｅｂサイトが役に立ったという利用者は６５％と多い。しかし、取引価格情報
の質・量については「それほどではない」という意見や、開示項目については
「項目を追加して欲しい」という意見が多い。

◆個別事例の開示に対する意見としては、「現行で十分」というものは５%弱で、
数年間の価格推移、行政サイドの規制等の開示を求める意見が多かった。

感想・意見等

利用者の感想（複数選択可） 個別事例に対する意見（複数選択可）

出典：ウェブ上での利用者アンケート結果（Ｈ１９．１０～Ｈ２０．３回答分）
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

無回答

その他

買主の属性(個人・法人等)を追加すべき

計画情報を追加すべき

地籍調査済み情報を追加すべき

行政サイドの規制を追加すべき

数年間の価格推移を提供すべき

現行で十分



国民の意識調査

約75％の人が物件が特定できなければ公開されても構わないとしているが、物件が特定
できる方法でも構わないという人の割合は約45％に留まっている。

現時点でも物件が特定できないように配慮した情報提供がよいのではないか

10.1

8.3

30 .7

37 .4
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30

10 12.5 5 .4

72 .8 (了承する)

75.7 (了承する)

40.8 (了承する)

45.7 (了承する)

17.9 (了承しない)

49.9 (了承しない)

40.7 (了承しない)

9.3

13.7

9 .3

13 .7

9 .3

13 .710 .7

10 .7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｈ１５ 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｈ１８ 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｈ１５ 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｈ１８ 

Ｈ１５

Ｈ１８

物件の所在・個人名が開示された詳細な情報がよい 個人名は公表せず物件の所在は開示する情報提供がよい

個人名は公表せず物件も簡単に特定されない情報提供がよい 個人名も物件の所在もわからない方がよい(H15のみ）

公的な目的に限定し守秘義務の下で利用するならよい(H15のみ） 公的な目的に使われることにも反対(H15のみ）

情報を提供することには反対である(H18のみ） 了承する

了承しない わからない

物件が特定でき
る方法

物件が特定でき
ないような方法

土地の取引価格情報の提供に関する国民の意識調査（平成１８年１０月）

自分自身の取引価格が一般に知られることについて
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【情報提供の改善】
・地価公示価格や取引価格情報に加え、Ｊリートをはじめとする投資用不動産に係る情報等が
東京証券取引所の適時開示を通じて公開されている。
・提供する情報の充実という観点から、それぞれの情報が重複しないようなかたちで、開示されている
情報の特徴を最大限に生かし、国民に対し重層的に提供できるように検討すべき。

アンケート回答者の負担を減らすため、Ｊリート等、既に公開されている取引価格等

の情報を国が自ら収集することにより、アンケート調査を省略し、評価員（不動産鑑定

士）による現地調査のみでデータを作成・公開

【回収率向上】
・国民の理解と協力を得ながら回収率を上げていくことが肝要であり、罰則規定を設けるという方策を
直ちに取るのではなく、使い勝手の改善、業界団体と連携した普及・啓発活動の実施等総合的
取り組みにより回収率向上を図るべき。

不動産関連業界を通じ、パンフレットを配布するとともに、取引件数が多い法人等に

ついては、調査票の記入負担も大きく回答側の事情に配慮した調査方法になっていな

いため、アンケート回答側の事情に配慮した調査方法（電子メール等の活用）を検討

【情報の利活用】
・取引価格情報は、適正な地価の形成等土地政策にとって極めて有用な情報。このため、万全な
プライバシー保護を図りつつ地方公共団体の地価担当部局との情報共有を図るとともに、今後、
回収率の動向も踏まえつつ、土地利用政策や都市計画、住宅政策への活用等も検討すべき。

地方公共団体地価担当部局との情報共有について検討

取引価格情報の提供制度に関する検討委員会の指摘と今後の施策展開

22



規制改革推進のための３か年計画

５ 住宅・土地
（１）不動産取引価格情報開示の推進

不動産取引をめぐる価格等の不透明性のイメージを払拭し、取引の円滑化と公正性の確保を図り、透明性・信頼
性の高い不動産市場の促進をすることは、これまで以上にその重要性を増している。不動産投資信託（J-REIT）の
運用資産総額が５兆円に達するなど、取引における情報開示が進む不動産証券化市場が拡大する中で、一般の
不動産取引においても、平成18年の４月からインターネットを通じた開示システムが運用を開始し、アクセス数が
2,500万件を超える等、一定の成果を得ている。

規制改革推進のための３か年計画（平成１９年６月２２日閣議決定）より抜粋

① 現状取引に関するアンケートについての回収率は25％程度と低い水準にとどまっており、「情報は

見たいが、自分の情報は開示したくない」という傾向が顕著であるため、今後は情報公開の公益性や社
会的責任などを国民に浸透させるよう努めるとともに、回収率向上のための施策を検討する。【平成18
年度検討・結論、平成19年度措置】（Ⅲ住宅ア①ａ）

② 取引価格情報提供制度について検討する際には、EDINETやJ-REITの情報とリンクを張る、あるい

は、一体的にそういう情報も取り入れて提供するなど、価格情報を提供する全体の体系の中で情報を充
実させる方策についても検討する。【平成18年度検討・結論、平成19年度措置】（Ⅲ住宅ア①ｂ）

③ 提供される内容について、駅までの距離や用途地域など周辺環境等の状況がわかるものとし、それ
らを、地図上で重ねて見ることができるようにしたり、容積率のデータや前面道路のデータを入れるなど
使い勝手のよいものとする方策についても検討する。【平成18年度検討・結論、平成19年度措置】（Ⅲ住
宅ア①ｃ）

④ 取引情報は個人情報を多分に含むことに留意しつつ、まずは地方公共団体の地価担当部局と取引
情報の共有化を図る。さらに、取引に関するアンケート調査の回収率の動向を踏まえながら、景観価値
の分析等政策目的の範囲内で行政内部で横断的に情報を共有することについて、検討する。【平成19
年度措置】（Ⅲ住宅ア①ｄ）
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クリック

ＧＩＳによる取引価格情報提供イメージ①
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クリックした駅の近傍の取
引価格情報を表示



クリック

ＧＩＳによる取引価格情報提供イメージ②

25

クリックした市区町村の取
引価格情報を表示



ＧＩＳによる取引価格情報提供について

登記異動情報の『土地の所在』

都道府県コード 市区町村コード 地区（町又は大字）コード

付与

○都道府県、市区町村、地区ごとに取引件数を表示
○都道府県・市区町村・地区コードと、ポリゴンデータのマッチングにより、都道府県、

市区町村、地区ごとに取引価格情報を表示

アンケートによる取引価格等の情報

鑑定評価員による現地調査

取引価格情報

取引価格情報検索サイトの地図画面のクリックにより
取引価格情報を検索
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北海道 札幌市
白石区

南郷通

１１ １０４ ０５２

地
区
コ
ー
ド
等
参
照

『土地の所在』コード（付与例）

地図表示用ポリゴンデータのコード

マ
ッ
チ
ン
グ

北海道 札幌市
白石区

南郷通

１１ １０４ ０５２



取引価格情報の座標について

土地情報集約システム（非公開、取引価格情報等集約システム）

取引価格情報等
の地点ごとに座

標を付与。
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・Ｊリート開示

・ＩＰＤ、レインズ等

官民協働による不動産市場の透明性・信頼性の向上

不動産市場の健全な発展
(安心な不動産取引、国際競争力の強化、不動産情報ビジネスの育成）

○安全・安心な不動産取引
○個人金融資産の市況に沿
った投資活動

国民

○ベンチマークインデックス
による個々の不動産投資・
収益率の成績を比較・評価

○事業経営への活用

不動産事業者
○年金等機関投資家による
市況に沿った投資活動

○不動産投資市場の国際比
較・評価による投資活動

○海外投資家による日本市
場への安定的投資の喚起

内外機関投資家
○地価公示・地価調査への
活用

○不動産鑑定士等の指導・
監督

○用地補償での活用

行政

不動産取引価格
（登記情報による取引価格等）

土地情報データベース

地価公示データ
（公示価格等）

不動産管理データ
（賃料、維持修繕費、資本的支出等）

鑑定評価算定データ
（収益費用項目、割引率、還元利回り等）

投資不動産データベース民間不動産データ

不動産市場データベースの構築

官民の役割分担の下、
市場データの提供量
を拡充

国民経済の
維持・発展

不動産市場データベース
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